
すみだモダンパートナー連携事業推進補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、すみだモダンコミュニティに参加するすみだモダンブ

ルーパートナー又はすみだモダンオープンパートナー（以下「すみだモダ

ンパートナー」という。）のグループが行う新商品、新サービス等の開発

に対し、その経費の一部を補助することにより、すみだモダンパートナー

の連携事業の実現に向けた活動を支援し、ひいてはさらなる連携事業の創

出と訴求によって、すみだモダンコミュニティの活性化を図ることを目的

とする。 

 （補助対象者） 

第２条 この要綱の対象者は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。 

 ⑴ すみだモダンパートナーで構成されるグループ（以下「グループ」と

いう。）であって、構成企業の２分の１以上が区内に主たる事業所を有

し、全ての構成企業が引き続き１年以上事業を営んでいること。 

 ⑵ グループの構成員全員が前年度の法人都道府県民税（個人企業にあっ

ては市区町村民税）を滞納していないこと。 

 ⑶ 墨田区暴力団排除条例（平成２４年墨田区条例第３７号）第２条第２

号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者が経営

に関与していないこと。 

 （補助の対象及び要件） 

第３条 補助の対象は、グループ自らが行う新商品、新サービス等の開発で、

企業の持つ技術、素材等を活かしたものであることとする。 

２ 補助対象の要件は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。 

 ⑴ 原則として、他の公的補助を受けていないものであること。 

 ⑵ 第５条第３項に規定する交付決定の日が属する年度の３月３１日ま

でに試作品等一定の成果物が確認できるものであること。 

 （補助の内容） 



第４条 補助の内容は、次に掲げる開発に要する経費（消費税及び地方消費

税相当分を除く。）であって、区長が必要と認めたものとする。 

 ⑴ 開発の段階又は内容に応じ、相談、検討、作業補助等のコンサルティ

ング又は技術指導に要する経費 

 ⑵ 原材料及び副資材の購入に要する経費 

 ⑶ 外注設計費（ソフトフェア開発委託等経費を含む。） 

 ⑷ 外注加工に要する経費（型代を含む。） 

 ⑸ 産業財産権の出願・導入に要する経費 

 ⑹ 専門家指導の受け入れに要する経費 

 ⑺ 市場調査の委託に要する経費 

 ⑻ デザイン等の委託に要する経費 

 ⑼ 機械装置・工具器具、ソフトウェアの購入又は借用に要する経費 

 ⑽ 研究開発の委託に要する経費 

 ⑾ その他開発に要する経費 

 （補助金の額、対象期間等） 

第５条 補助金の額は、別表に定める額とする。 

２ 補助金の額の算定に当たっては、１，０００円未満の端数は切り捨てる

ものとする。 

３ 補助の対象となる期間は、交付決定の日から交付決定の日が属する年度

の３月３１日までに実施した事業に要した経費を支出した期間とする。 

４ 補助対象事業者の責に帰すべきでない事由により事業を中止したとき

は、中止までに要した準備経費を補助の対象とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助を受けようとする者は、すみだモダンパートナー連携事業推進

補助金申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて区長に提出するも

のとする。 

 ⑴ すみだモダンパートナー連携事業推進計画書（第２号様式） 

 ⑵ すみだモダンパートナー連携事業収支予算書（第３号様式） 



 ⑶ 前２号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第７条 区長は前条に基づく申請書を受理したときは、事業趣旨及び企画の

評価を総合的に評価し、補助交付の可否及び金額を決定し、その旨をすみ

だモダンパートナー連携事業補助金交付決定通知書（第４号様式）又はす

みだモダンパートナー連携事業補助金不交付決定通知書（第５号様式）に

より、前条の規定により申請をした者に通知するものとする。 

 （実績報告書） 

第８条 前条のすみだモダンパートナー連携事業補助金交付決定通知書を

通知された者（以下「交付決定事業者」という。）は、補助対象事業が完

了したとき（補助対象事業の実施を中止した場合を含む。）、又は補助金の

交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかにすみだモダン

パートナー連携事業推進補助金成果報告書（第６号様式）に次に掲げる書

類を添付し、区長に提出するものとする。 

⑴  すみだモダンパートナー連携事業収支決算書（第７号様式） 

⑵  補助対象事業に要した経費の領収書等の写し 

⑶  前２号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第９条 区長は前条の規定による実績報告があったときは、その内容の審査

及び必要な調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。ただし、確

定額は、第７条の規定により決定した補助金の交付額を上回らないものと

する。 

２ 区長は、前条の規定により補助金の額を決定したときは、すみだモダン

パートナー連携事業推進補助金交付額確定通知書（第８号様式）により、

当該交付決定事業者に通知するものとする。 

 （補助金の支払等） 

第１０条 前条第２項のすみだモダンパートナー連携事業推進補助金交付

額確定通知書を通知された交付決定事業者は、補助金の支払を受けようと



するときは、すみだモダンパートナー連携事業推進補助金請求書（第９号

様式）を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものと

する。 

 （交付決定の取消し等） 

第１１条 区長は、交付決定事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当する

ときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助金をほかの用途に使用したとき。 

 ⑶ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反し

たとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか区長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定は、第９条１項の規定により交付すべき補助金の額が確定し

た後においても適用があるものとし、既に交付決定事業者に補助金が支払

われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

３ 前項に規定する補助金の返還期限は、当該返還を命じられた日から起算

して２０日以内とし、返還に係る手続は、区長が所定の納付書により、そ

の期日及び場所を指定して行う。 

 （違約加算金及び延滞金） 

第１２条 交付決定事業者は、前条第２項の規定により当該補助金の返還を

命じられたときは、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応じ、

当該補助金の額につき年１０．９５％の割合で計算した違約加算金を納付

しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が１００円未満である

場合は、この限りでない。 

２ 交付決定事業者は、当該補助金の返還を命じられた場合において、これ

を納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの

日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した延滞金

を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が１００円未満であ



る場合は、この限りでない。 

 （補助金の経理等） 

第１３条 交付決定事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにし

た証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日（当

該補助対象事業の完了後に第１０条第２項に規定する補助金の交付があ

った場合は、当該補助金の交付日）の属する会計年度の終了後５年間保存

するものとする。 

 （実施結果の企業化） 

第１４条 交付決定事業者は、補助対象事業の実施結果のうち、可能なもの

については、継続的かつ計画的に収益を上げ、経済行為を行う組織体とな

るよう、当該事業の成果を他へ販売すること、及び手数料収入等を得るこ

とを目的に、製品化、商品化、事業化等を行うこと（以下「企業化」とい

う。）に努めるものとする。 

２ 補助対象事業が企業化した場合、交付決定事業者は、毎会計年度終了後

速やかに補助対象事業に係る過去１年間の企業化状況等について、補助対

象事業企業化状況報告書（第１０号様式）を区長に提出するものとする。

この場合における報告の期間は、補助対象事業年度終了後５年間とする。 

 （収益の納付） 

第１５条 交付決定事業者は、補助対象事業が終了した日の属する会計年度

の終了後５年間、当該補助対象事業の実施結果により収益が生じたときは、

区と協議しその収益の全部又は一部を区に納付するものとする。 

 （非常災害の場合の措置） 

第１６条 区長は、交付決定事業者が非常災害等による被害を受けたことに

より補助対象事業の遂行が困難となったときは、講ずべき措置について、

交付決定事業者に指示するものとする。 

 （調査） 

第１７条 補助対象事業者は、墨田区又は東京都が補助対象事業の運営及び

経理等の状況について調査するときは、これに応じるものとする。 



 （警視庁への照会） 

第１８条 区長は、必要に応じ、補助対象事業者の構成員が暴力団に該当す

るか否かを警視庁に対して確認することができる。 

 （補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項

は、産業観光部長が別に定める。 

   付 則 
 この要綱は、令和５年６月２６日から適用する。 
別表 

補助対象事業者 補助率 上限額 

２社で構成されるグル

ープ 

補助対象経費の３分の

２以内 

１件当たりの補助金額

は、５０万円を限度と

する。 

３又は４社で構成され

るグループ 

１件当たりの補助金額

は、１００万円を限度

とする。 

５社以上で構成される

グループ 

１件当たりの補助金額

は、１５０万円を限度

とする。 

 


